相模原市障害者等日中短期入所事業の概要について

＜目的＞

障害者又は障害児（以下「障害者等」という。）の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。

＜事業の内容＞

障害者等を一時的に預かることにより、障害者等に日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行う。
＜対象者＞
身体障害者（児）：身体障害者手帳の交付を受けている者

知的障害者（児）：療育手帳の交付を受けている又は児童相談所・更生相談所で知的障害と判定された者
精神障害者：精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている又はこれに準ずる者
※障害程度区分が「非該当」の方も対象となる。

＜給付額＞

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準（報酬告示）に定められている短期入所の単位を基本とし、利用時間（４時間まで：1/4、４時間を超えて８時間まで：2/4、８時間を超える場合（※宿泊を伴わない）：3/4）に応じ区分を設定する。
事業所の所在地による地域区分及び低所得者に対する食事提供加算、送迎加算も短期入所に準じて扱うこととする。

＜支給決定期間＞

1ヶ月から1年の間

＜利用者負担＞

利用者負担は利用料の原則１割とし、生活保護世帯については、市が全額助成する。
介護給付費等の負担上限月額と一元管理を行い、利用者負担の軽減を図る。
＜事業者から見たサービス提供の流れ＞

1 事業者指定申請（指定希望月の前月15日まで）
2 支給決定者との契約・受領委任の同意、受給者証事業者記入欄への記載
3 サービス等利用計画への位置付け
4 サービス提供
5 請求（サービス提供月の翌月1～10日）・実績報告書の提出（サービス提供月の翌月15日まで）
6 請求実績確定後、利用者負担額の受領

· 請求は、かながわ自立支援給付費等支払システムを利用して行う。
· 実績報告書の提出がない場合は、市での審査ができないため、請求を受け付けることはできない（全件「否決」となる）ので注意すること。
